
議案第７３号 

 

あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す  

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を  

改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  平成３０年１１月２９日 

 

提出者  あきる野市長 澤 井 敏 和      

 

提案理由 

 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（平

成３０年法律第４４号）の施行に伴い、規定を整備する必要がある。 

 

   あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す  

   る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を 

   改正する条例 

 あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年あきる野市条例第 

４０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の１の項、別表第２の１の項及び２の項並びに別表第３の３の項中「就労自立給

付金」の次に「若しくは進学準備給付金」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


